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 あなたに対する介護医療院サービス提供にあたり、介護保険法に関する厚生省令に基づ

いて、当事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１．事業者の概要 

事業者の名称  医療法人 耕仁会（こうじんかい） 

主たる事務所の所在地  北海道札幌市西区山の手５条５丁目１番１号 

法人種別  医療法人 

代表者の氏名  理事長 太田 健介 

電話番号 （０１１）６４４－５１１１（代表） 

 

２．ご利用施設（介護医療院） 

施設の名称  介護医療院札幌太田病院 

施設の所在地  〒063-0005 北海道札幌市西区山の手５条５丁目１番１号 

都道府県知事許可番号  ０１Ｂ０４０００３１ 

施設長の氏名  太田 健介 

電話番号 

ファクシミリ番号 

（０１１）６４４－５１１１（代表） 

（０１１）６４４－５１４４又は６４４－１００１ 

 

３．施設の目的と運営の方針 

施設の目的  医師、薬剤師、管理栄養士、栄養士、看護職員、介護職員、理学療法士又は

作業療法士及び介護支援専門員その他の職員が、要介護状態にある者に対し、

適正な介護医療院サービスを行うことを目的とする。 

運営の方針 １．当施設は、長期に渡る療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計

画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他

の日常生活の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことにより、その

利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

う努めます。 

２．当施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介

護医療院サービスの提供に努めます。 

３．当施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、

居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める

ものとします。 

重 要 事 項 説 明 書 

医療法人耕仁会 介護医療院札幌太田病院 



４．施設の概要 

 （１）  「医療法人耕仁会札幌太田病院」 （病院総体の概要） 

敷地 ８，９８７．７９㎡ 

建物 構  造 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造（耐火被服構造） 

延床面積 １４，０３４．７２㎡ 

利用定員 許可病床数２０２床 及び 介護医療院（介護保険指定療養床）３２床 

 

（２） 居 室 （介護医療院３２床の内容） 

病室の種類 室数 面  積 １人あたりの面積 備   考 

２人室 ６ １４．３㎡～１７．３㎡ ７．１７㎡～８．６７㎡  

４人室 ５ ２８．８㎡～２９．４㎡ ７．２２㎡～７．３６㎡  

 

（３） 主な施設 （介護医療院３２床の内容） 

施設の種類 数 面 積 主 要 備 品 ・ 特 色  

リハビリテー 

ション室兼レ

クリエーショ

ンルーム 

１ １１５．７㎡ ・各種身体リハビリテーション器具一式 

・各種レクレーション用具一式等 

食 堂 １ １２１．８㎡ ・パントリーに隣接。天窓があり明るい室内。 

・食事介助がしやすい十分な広さを有する。 

・段差がなく車椅子の利用に適している。 

デイルーム １  ３３．７㎡ ・サービスステーションに隣接し、スタッフの目が届く。 

・入居者様が集う場所 

・テレビ、ビデオデッキ等設置。 

談話室 １ １７．６㎡ ・入居者様、ご家族が談話を楽しめる個室スペース 

浴 室 １  ３０．９㎡ ・トイレ付き脱衣室（20.0 ㎡）。 

・手摺り、スロープを設置。車椅子での浴槽使用可。 

・浴室内にナースコールを設置。 

・機械浴槽設置 

 

５．介護医療院の運営に係る職員の体制 （下記人数に変動あれば別に定める） 

従業者の職種 常勤 非常勤 保有資格・備考 

当該 

病棟 

専任 

他病棟 

などと 

兼 務 

当該 

病棟 

専任 

他病棟 

などと 

兼 務 

常勤換算 

後の人員 

 

保有資格・備考 

施設長（管理者）  １     

医師  １ 

 

  

 

 

 

内科医 

薬剤師  １      



管理栄養士 

栄養士 

   ４ 

  １ 

    

 

看護師 

准看護師 

 ５ 

６ 

 ３  １．５  

 

介護職員 １０ １ ２  １．１ うち介護福祉士１１人 

作業療法士 １        

介護支援専門員 ２      病棟看護師・介護福祉

士が兼務   

精神保健福祉士 

社会福祉士 

 １     

理学療法士  １     

歯科衛生士  １     

 

６．施設サービスの概要と利用料（法定代理受領を前提としています。） 

 （１）介護保険給付によるサービス 

サービスの種別 内  容 備  考 

食事 《食事時間》 

朝 食    ８時～ ９時まで 

昼 食   １２時～１３時まで 

夕 食   １７時～１８時まで 

《食事場所》 

・できるだけ離床して、食堂で食べていた

だきます。 

・入所者様に適した食事を提供できるよう

に工夫します。 

・食べられないものやアレルギーがある方

は、事前にご相談下さい。 

別紙「介護医療院札幌太田

病院入所利用料金表」をご

覧ください。 

医療・看護 ・病状にあわせた医療・看護を提供します。 

・医師の診察は定期的に行います。それ以

外でも必要がある場合には適宜診察し

ますので、看護師等にお申し付け下さ

い。ただし、当施設では行えない治療や

病状が変化した場合、医師が説明した上

で転院等になることがあります。 

・歯科治療も可能です（医療保険）。ご希望

の方は看護師等にお申し付け下さい。な

お、必要に応じて歯科衛生士が歯科医の

指導のもと口腔ケアを行います。 

・精神科治療が必要な場合には、精神科病

施設サービス費の１割から

３割をお支払いいただきま

す。 

 

※介護保険高額サービス制

度があります。所得や負担

能力に応じて６段階の上

限が設定されています。  

詳しくは、別紙「厚生労

働省の案内」をご覧いただ

き、お住まいの行政（介護）

窓口にお尋ね下さい。 



棟に入院して治療していただく場合が

あります。 

 

機能訓練 機能訓練担当者による機能訓練を入所者

様の状況にあわせて行います。 

排せつ 自立排せつ（            ） 

定時排せつ（            ） 

おむつ使用の有無（ 有 ・ 無 ） 

個々の排尿パターンを把握し、排せつ支援

を実施しておりますので、入所者様の状況

に合わせて介助いたします。 

入浴・清拭 《入浴日》毎週月・木曜日及び必要に応じ

て行います。 

《機械浴日》毎週水曜日 

《入浴・清拭時間》１３:３０～１６:００ 

・入浴ができない場合は、曜日に関わらず

上記時間内にて清拭をいたします。 

離床 寝たきり防止のため、毎日離床のお手伝い

をいたします。 

着替え 毎朝夕の着替えのお手伝いをします。 

整容 身の回りのお手伝いをします。 

シーツ交換 週１回及び汚染時に行ないます。 

洗濯 ご家族または業者に依頼できます。 

娯楽等 当施設（病棟）では、次のような娯楽設備

を整えております。 

・カラオケ機器、ダーツ、ボール、布製手毬 

・ミュージックテープ ・テレビ２台 

・オルガン、タンバリン 

・ビデオデッキ、ＤＶＤプレイヤー 等 

介護相談 入所者とその家族からのご相談に多職種で応じます。 

居住費等、介護保険給

付サービスの自己負担

額 

別紙「介護医療院札幌太田病院入所利用料金表」をご覧ください。 

 

（２）介護保険給付外サービス 

サービスの種別 内  容 自己負担額 

理容・美容 カット・パーマの他、シェービングやマ

ッサージも行っています。 

介護医療院札幌太田病院入

所利用料金表のとおりご負



スタッフにご相談ください。 担いただきます。 

レクリエーション行事 当施設では、四季それぞれのレクリエー

ション行事を用意しております。 

 

金銭管理サービス 銀行通帳、銀行印等の保管サービスのほ

か、公共料金等の支払い等代行サービス

を行います。 

ご利用は任意です。ご利用される場合に

は別途契約が必要です。 

別途契約書のとおり管理

費用をご負担いただきま

す。 

日常生活用物品につい

て 

ご利用者の全額負担となります。 

なお、アメニティセットとして同法人が

運営する就労移行支援事業所 B 型「山の

手ワークステーション」との契約を用意

しております。また、院内の売店もご利

用いただけます。 

 

医療について 当施設の医師等で対応できる日常的な医療・看護につきましては介護保

険給付サービスに含まれておりますが、手術等急性期治療のための医

療、歯科、精神病院（病棟）での医療につきましては他の医療機関（病

棟）による往診や入通院により対応し、医療保険適用により別途自己負

担をしていただくことになります。 

 

７．相談・苦情などの窓口 

 当施設のサービスについてご相談や疑問の点、苦情がございましたら、下記の各相談担当

者にお気軽にご相談又はお申し出下さい。また、ご意見箱もご利用下さい。 

相談・苦情の内容 担当者氏名 連絡先 

介護認定、医療、看護、介護に関する事項 新妻 由美 
札幌市西区山の手５条５丁目１番１号 

札幌太田病院 

電   話 (011)644-5111 

ファックス (011)644-5144 

 (011)644-1001 

医療費・諸費用に関する事項 大槻 自然 

諸手続き、相談業務に関する事項 細田 美保 

 

８．非常災害時の対策 

災害時の対応 別に定める「札幌太田病院防災マニュアル」により対応いたします。 

平常時の訓練 別に定める「札幌太田病院消防計画」により年間２回実施しております。うち

１回は消防署の指導による夜間想定訓練です。また、災害避難訓練を年１回

実施しております。 

防災設備 ・スプリンクラー      ・防火扉、シャッター 

・避難階段、非常出口    ・屋内消火栓 

・自動火災報知機      ・非常通報装置 

・誘導灯          ・漏電警報機 



・ガス漏れ警報機      ・非常用コンセント 

・自家発電装置       ・防災加工カーテン、カーペット 

消防計画など 直近の消防計画（変更）届   ２０２５年８月１８日届出 

防火管理者          太田 裕子 

               平成２５年９月１８日選任 

当施設は、消防法に定める特例認定制度による「防火優良認定証」の交付を受けております。 

 

 

９．虐待防止に関する事項 

当施設は、入所者の人権擁護・虐待の防止等のために、必要な措置を講じています。 

虐待防止に関する責任者 看護介護課長 

成年後見制度 成年後見制度のご利用を支援します。 

虐待等に関する苦情窓口 ７で定める窓口 

研修 従業者に対する人権擁護・虐待防止を啓発・普及するため

の研修を実施。 

体制・環境 従業者が支援に当たっての悩みや苦悩を相談できる体制

を整えるほか、従業者が入所者の権利擁護に取り組める環

境の整備に努める。 

通報 サービス提供中に、従業者又は養護者（現に養護している

家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる入

所者を発見した場合は、速やかに市町村等に通報する。 

 

１０．ご利用時の留意事項 

 当施設のご利用にあたってご留意いただく事項は、下記の他「入所のしおり」に詳しく記

載してありますのでよくお読み下さい。ご家族の方も同様にお願い致します。 

面会 《面会時間》  １１時００分～１２時００分 

        １４時３０分～１６時００分 

・面会時間は、ご家族の事情により変更できますので、施設スタッフ

へご相談下さい。 

・面会時は、必ず面会簿にご記入下さい。 

外泊・外出 ・外泊や外出は前日の正午までに所定の用紙でお申し込み下さい。 

・外出や外泊中の事故については、当施設は責任を負いかねます。 

・患者様がご家族の顔や家庭を忘れないよう、面会や外出・外泊にご

協力下さい。 

居室・施設・設備の 

使用 

・施設内の居室や設備、器具は正しくていねいにご使用下さい。これ

に反した使用により破損等が生じた場合は、弁償していただくこ

とがあります。 

所持品の管理 ・所持品には、すべてお名前を記入して下さい。 

・身の回りの品は備付ロッカー、床頭台に収納し、入りきらない荷物



は持ち込まないでください。 

・貴重品は持ち込まないでください。万が一、盗難・紛失があっても

当施設は責任を負いかねます。 

・季節の変わり目には衣類の入れ替えなど行って下さい。 

現金の管理 ・日用品やおやつなどの購入にあてるため、日用品費預り金を事務室

でお預かり致します。（事務室の窓口にてご入金下さい。） 

宗教活動・政治活

動 

・病院や施設には様々な信仰、政治信条をお持ちの方がいらっしゃい

ます。トラブル防止のために、院内での宗教活動、政治活動はご遠

慮下さい。 

ペット ・院内へのペットの持ち込みは禁止です。 

特記事項： ・当施設は敷地内も含め全面禁煙です。ご面会の方もご協力下さい。 

・病院・施設内での飲酒はできません。 

 

１１．協力医療機関等 

名称 医療法人耕仁会 札幌太田病院 

所在地 札幌市西区山の手５条５丁目１番１号 

電話番号 011-644-5111 

診療科目 心療内科、精神科、老年心療内科、老年精神科、児童精神科、内

科、放射線科 

入院施設・救急指定 あり・あり 

協力関係の概要 外来受診、往診、緊急時受入、治療、入院、災害時受入等 

 

名称 医療法人社団 郁栄会 札幌ピースデンタルクリニック 

所在地 札幌市北区北 17 条西 4-2-32 クレスト 18 ２階 

電話番号 011-788-2494 

診療科目 歯科 

協力関係の概要 訪問歯科診療 

 

名称 医療法人社団静和会 静和記念病院 

所在地 札幌市西区八軒５条東５丁目１番１号 

電話番号 011-738-7111 

診療科目 内科、消化器内科、外科、消化器外科、呼吸器内科、循環器内科、

脳神経外科、整形外科、皮膚科、麻酔科、泌尿器科、総合診療科 

入院施設・救急指定 あり・あり 

協力関係の概要 外来受診、往診、緊急時受入、治療、入院等 

 


